
災害時における段ボール製簡易ベッド等の 

優先供給に関する協定 

 

立川市（以下「甲」という。）と王子コンテナー株式会社東京工場（以下「乙」という。）

との間において、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、立川市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）において、甲が行う段ボール製簡易ベッド等の調達業務に係る乙の協力

に関して必要な事項を定め、市民の避難生活の早期安定を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 本協定において段ボール製簡易ベッド等とは、次の各号に掲げるものをいう。 

（１）段ボール製簡易ベッド 

（２）卓上用パーテーション 

（３）段ボール製間仕切り 

（４）紙製簡易トイレ 

（５）その他甲が指定するものであって、乙が供給可能なもの 

（要請） 

第３条 甲は、災害時に必要が生じたときは、乙に対し、段ボール製簡易ベッド等の供給

及び運搬について要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、原則として要請書（第１号様式）により行うものとする。

ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請し、事後速やかに要請書を提出

するものとする。 

３ 乙は、第１項の規定による要請があった場合は、可能な範囲で協力するものとする。

ただし、乙が被災等により協力の実施が困難と判断した場合は、この限りでない。 

（引渡し） 

第４条 前条第１項の規定による要請があった場合における段ボール製簡易ベッド等の引

渡場所は、甲が指定するものとし、当該場所において甲が当該段ボール製簡易ベッド等

の数量等を確認するものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、第３条第１項の規定による要請により、段ボール製簡易ベッド等を供給し

たときは、その内容を報告書（第２号様式）により甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第６条 第３条第１項の規定による要請により、乙が実施した業務に要する費用のうち、

次の各号に掲げる費用は、甲が負担する。 

（１）段ボール製簡易ベッド等の製造に係る費用 

（２）段ボール製簡易ベッド等の運搬に係る燃料費 

 



２ 前項の規定により甲が負担する費用は、災害時の直前における適正な価格を基準とし

て、甲乙協議のうえ、決定する。 

（請求及び支払） 

第７条 乙は、前条第２項に規定する費用を甲に請求する場合は、請求書（第３号様式）

によるものとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに支払うものとする。 

（損害補償） 

第８条 第３条第１項の規定による要請により、乙が実施した業務に従事する者が、当該

業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態と

なったときは、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和 63 年東京都市町村総合

事務組合条例第 19 号）の例により、これを補償するものとする。ただし、当該業務に従

事する者が他の法令により療養その他の給付若しくは補償を受けたとき又は事故の原因

となった第三者から損害賠償を受けたときは、当該事故については、これらの給付額等

の限度において損害賠償の責めを免れるものとする。 

（有効期間） 

第９条 本協定の有効期間は、令和４年３月 23 日から１年間とする。ただし、甲乙いずれ

からも協定の解除又は変更の申出がない場合、本協定は、更に１年間延長するものとし、

以後も同様とする。 

（協議） 

第１０条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のう

え、決定する。 

  

本協定書は、２通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和４年 ３月 23 日 

 

甲 東京都立川市泉町 1156 番地の９ 

  立川市 

代表者 立川市長  清水 庄平 

 

乙 神奈川県大和市上草柳４６０ 

王子コンテナー株式会社東京工場 

工 場 長  秋 山  秀 二 

 

 

 

 

 



第１号様式（第３条関係） 

要 請 書 

 

  年    月    日 

王子コンテナー株式会社東京工場 

工場長       殿 

立川市長        印 

 

 

災害時における段ボール製簡易ベッド等の優先供給に関する協定第３条第２項の規定に

より、次のとおり協力を要請します。 

 

 

 

要請担当者 
所属名 

氏 名             電話番号 

要請日時 年   月   日（  ）    時   分頃 

要請理由 

（災害名等） 

 

 

 

要請内容 

（品目・数量） 

 

 

 

 

 

 

履行場所 

 

 

 

 

 

 

履行期日 【期日】   年  月  日 

備  考 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

報 告 書 

 

  年    月    日 

立川市長       殿 

王子コンテナー株式会社東京工場 

工場長         

 

 

災害時における段ボール製簡易ベッド等の優先供給に関する協定第５条の規定により、

次のとおり報告します。 

 

 

 

報告担当者 
所属名 

氏 名             電話番号 

報告日時 年   月   日（  ）    時   分頃 

報告内容 

（品目・数量） 

 

 

 

 

 

 

 

履行場所 

 

 

 

 

 

 

 

履行期日 【期日】   年  月  日 

備  考 

 

 

 

 



第３号様式（第７条関係） 

請 求 書 

 

  年    月    日 

立川市長        殿 

王子コンテナー株式会社東京工場 

工場長         

 

災害時における段ボール製簡易ベッド等の優先供給に関する協定第７条第１項の規定に

より、次のとおり請求します。 

 

 

 

１ 請 求 額     金               円（税込） 

 

２ 内   訳 

品名 単価 数量 金額 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


